
「おいでんか松山観光客誘致促進事業」助成金交付の流れ

申請者側 （公財）松山観光コンベンション協会側

1 パンフレット設定期間開始日の１ヶ月前ま
でに書類を提出。

2
企画書・見積書・ラフ案受理。

提出

※必要書類

●企画書 3
助成金額の審査・パンフレットの校正。

●パンフレット制作費の見積書

　　（制作会社の社印が押印されたもののコピー）

●初校段階のパンフレット（ラフ案） 4 助成金額の通知。
助成金交付申請書（様式第１号）と収
支予算書（様式第２号）を申請者に送
付。

送付

5 助成金交付申請書（様式第１号）と収支予
算書（様式第２号）を受理。協会へ提出。 提出

6 助成金交付申請書（様式第１号）と収
支予算書（様式第２号）を受理。8

パンフレット印刷開始。

7 助成金交付決定通知書（様式第３
号）を申請者に通知。
完了報告書・月別送客実績報告書
（様式第４号）を送付。

9
パンフレット完成。

10 完了報告書・請求書・パンフレット５０部を
協会へ提出。

11
交付金の支出。

提出

12
助成金の受領。

14
送客実績報告書受理。

13 パンフレット発売後に送客実績報告書（様
式第４号）を協会へ提出。

注意事項

○１のときに必要な収支予算書は、パンフレット作成全体の金額が分かるものとする。

※　助成額は、パンフレット作成経費の内、松山地域商品は５０万円、松山を含む総合商品は

　　　３０万円を上限としている。

○１～４までには約１週間ほどの期間を有する。

○１１は請求書が届いてから１ヶ月以内に処理するものとする。


	おいでんか

